
１．変更場所 西宮市鳴尾浜3丁目11番地-3　鳴尾浜3丁目交差点。
（図をご参照ください。）

２．変更スケジュール ① 令和2年2月2日（日）より点滅信号に変更。
南北の道路は、赤色の点滅信号となり、
東西の道路は、黄色の点滅信号になります。

② 数か月間、交通に与える影響を確認し、問題が無ければ
完全に撤去します。

３．添付資料 甲子園警察署発行、信号機の撤去について
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